
妊産婦健診    　例）４泊５日で入院・出産の場合

＊与那国から島外で受診される場合

　出発 帰島

新生児集中治療室

〇

〇

　健康保険証

　妊婦名義の通帳

妊婦健診、産後健診、産婦人科受診

宿泊費航空費・船舶費

・基本は与那国ー石垣間の航空費・船舶運賃（離島割全額）

・石垣での出産などが困難な場合に与那国ー那覇間の航空費
（与那国ー石垣間は全額、石垣ー那覇間は半額）

・県外の里帰り出産の場合に出産予定の医療機関受診までの航空費
（与那国ー石垣間は全額、石垣ー到着地までは半額。限度額50,00０円。
健診１回。出産時１回。）

　医療機関の領収書の写し

　妊産婦健康診査票の写し

　搭乗半券の写し

　航空費または船舶運賃の領収書

　申請書（役場窓口）

宿泊料の領収書
＊食事にかかる費用を除
き宿泊期間がわかるもの

入院期間のわかる書類
＊領収書、退院証明書な
ど

新生児集中治療室、切迫
早産などで出産予定日30
日前の渡航の場合は医
師の指示書

与那国町妊産婦通院交通費助成事業

〇

出産時

必要書類

　　３０日限度　 　　　・宿泊費　29日＋3日＝32日×5,000円（限度額）＝160,000円

内容

○

ホテルや旅館等
１泊　５，０００円限度

共通

航空賃又は船舶
運賃

宿　泊　費

支払い額

　 親子（母子）健康手帳

初回

　　　　　＊宿泊費が5,000円を下回っていると、その額が助成される。

産前 出産予定日から数えて２９日前より
出産日前日まで　＊例外規定有り

産後 １４日（入院期間は除く）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（入院）
　　　・航空運賃　11,320円

　　　　予定日２９日前　　　　　　　　出産
産後１４日のうち退院
後の宿泊日数(３日)

出産予定日２８日前から

産後７日は航空機に搭乗
できません。（詳しくは各航

空会社に直接確認してくだ

さい）

問い合わせ

与那国町役場 長寿福祉課

住所：与那国町与那国１２９番地

ＴＥＬ：０９８０－８７－３５７５

ＦＡＸ：０９８０－８７－２０７９

注 意
２月28日までが年度内事業対象となるため年
度内の申請にご協力ください。


